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○佐賀市自治会等振興助成に関する条例施行規則 

平成１７年１０月１日 

規則第８号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、佐賀市自治会等振興助成に関する条例（平成１７年佐賀市条例

第１３号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（自治会等の届出） 

第２条 条例第３条の規定による自治会等の届出は、自治会等届出書（様式第１号）

により行うものとする。 

（申請書の提出） 

第３条 条例第４条の規定による申請は、次の各号に定める補助に応じ、当該各号に

定める様式により、毎年４月１日から６月１５日まで（第４号に定める補助につい

ては、毎年４月１日から翌年の２月末日まで）の間に行わなければならない。 

（１） 自治会振興補助（自治会運営費補助・自治会長活動費補助） 自治会振興

補助金交付申請書（様式第２号） 

（２） 自治会長会振興補助 自治会長会振興補助金交付申請書（様式第３号） 

（３） 自治会協議会振興補助 自治会協議会振興補助金交付申請書（様式第４号） 

（４） 自治会掲示板整備補助 自治会掲示板整備補助金交付申請書（様式第５号） 

２ ６月１６日から１２月２８日までに新設された自治会（分離による自治会を除

く。）の前項第１号に係る申請については、前項に定める申請期間にかかわらず、

速やかに市長に申請しなければならない。 

３ 自治会長会は、前項の規定により自治会長会の構成員が増加した場合は、第１項

に定める申請期間にかかわらず、自治会長会振興補助金交付変更申請書（様式第６

号）により、速やかに市長に変更の申請をしなければならない。 

（平１９規則１７・平２１規則２１・令２規則８・一部改正） 

（補助金の交付決定） 

第４条 市長は、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書（様式第７

号）により申請者に通知するものとする。前条第３項の申請に係る補助金の交付を

決定したときも同様とする。 

（平１９規則１７・平２１規則２１・令２規則８・一部改正） 

（補助金の額） 
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第５条 自治会等に交付する補助金の額は、それぞれ別表第１から別表第４までのと

おりとする。 

２ 前項に規定する補助金の額の算定基礎となる世帯数は、自治会長会が各種負担金

の算出基礎として使用する世帯数で毎年４月１日現在のものとする。ただし、４月

２日から６月１５日までに新設された自治会（分離による自治会を含む。）及び６

月１６日から１２月２８日までに新設された自治会（分離による自治会を除く。）

の当該新設された年度に係る世帯数は、設立の日現在のものとする。 

（平１９規則１７・平２１規則２１・一部改正） 

（届出事項） 

第６条 条例第７条の規則で定める事項は、次のとおりとする。 

（１） 自治会等の名称 

（２） 代表者名 

（３） 規約 

（４） 自治会の区域 

（補則） 

第７条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この規則は、公布の日から施行し、旧諸富町、旧大和町、旧富士町及び旧三瀬村

の区域については、平成１９年４月１日から適用する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐賀市自治会等振興助成に関する条

例施行規則（昭和５１年佐賀市規則第１号）の規定によりなされた処分、手続その

他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。 

（川副町、東与賀町及び久保田町の編入に伴う経過措置） 

３ 川副町、東与賀町及び久保田町の編入の日から平成２１年３月３１日までの間、

この規則の規定は、編入前の川副町、東与賀町及び久保田町の区域には適用しない。 

（平１９規則５９・追加） 

附 則（平成１９年３月３０日規則第１７号） 

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成１９年９月２８日規則第５９号） 
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この規則は、平成１９年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２０年３月３１日規則第１０号） 

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年３月２７日規則第２１号） 

この規則は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月１８日規則第８号） 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月２８日規則第１９号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

３ この規則の施行の際、現にある旧様式による帳票等は、当分の間所要の修正をし

て使用することができる。 

附 則（令和６年３月２６日規則第１７号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現にある旧様式による帳票等は、当分の間所要の修正をし

て使用することができる。 

別表第１（第５条関係） 

（平１９規則１７・令２規則８・一部改正） 

自治会振興補助 

（１） 自治会運営費補助 

世帯数 補助金の額 

２５世帯以下 ２２，０００円 

２６世帯以上５０世帯以下 ２７，０００円 

５１世帯以上１００世帯以下 ３７，０００円 

１０１世帯以上１５０世帯以下 ５０，０００円 

１５１世帯以上２００世帯以下 ６２，０００円 

２０１世帯以上２５０世帯以下 ７４，０００円 

２５１世帯以上３００世帯以下 ８７，０００円 
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３０１世帯以上３５０世帯以下 １００，０００円 

３５１世帯以上４００世帯以下 １１２，０００円 

４０１世帯以上４５０世帯以下 １２５，０００円 

４５１世帯以上５００世帯以下 １３７，０００円 

５０１世帯以上５５０世帯以下 １５０，０００円 

５５１世帯以上６００世帯以下 １６２，０００円 

６０１世帯以上６５０世帯以下 １７５，０００円 

６５１世帯以上７００世帯以下 １８７，０００円 

７０１世帯以上７５０世帯以下 ２００，０００円 

７５１世帯以上８００世帯以下 ２１２，０００円 

８０１世帯以上８５０世帯以下 ２２５，０００円 

８５１世帯以上９００世帯以下 ２３７，０００円 

９０１世帯以上９５０世帯以下 ２５０，０００円 

９５１世帯以上１０００世帯以下 ２６２，０００円 

１００１世帯以上 ２７５，０００円 

（２） 自治会長活動費補助 

世帯数 補助金の額 

５０世帯以下 ６５，０００円 

５１世帯以上１００世帯以下 ６８，０００円 

１０１世帯以上２００世帯以下 ７３，０００円 

２０１世帯以上３００世帯以下 ７８，０００円 

３０１世帯以上４００世帯以下 ８３，０００円 

４０１世帯以上５００世帯以下 ８８，０００円 

５０１世帯以上６００世帯以下 ９３，０００円 

６０１世帯以上７００世帯以下 ９８，０００円 

７０１世帯以上８００世帯以下 １０３，０００円 

８０１世帯以上９００世帯以下 １０８，０００円 

９０１世帯以上１０００世帯以下 １１３，０００円 

１００１世帯以上 １１８，０００円 

別表第２（第５条関係） 
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（平１９規則１７・平２１規則２１・一部改正） 

自治会長会振興補助 

補助の対象 補助金の額 

運営費 １自治会当たり ４２，７００円 

事務費 ４０，０００円 

別表第３（第５条関係） 

（平２０規則１０・全改、令６規則１７・一部改正） 

自治会協議会振興補助 

補助の対象 補助金の額 

運営費 １自治会長会当たり １０６，０００円 

研修費 〃 ５５，０００円 

事務費 一般事務費 〃 １６，０００円 

事務局費 ２，５００，０００円以下 

別表第４（第５条関係） 

（平２１規則２１・追加） 

自治会掲示板整備補助 

補助の対象 補助金の額 

自治会（この補助金の交付を受けた自治会

掲示板を設置し、又は設置していた場所を

含む自治会を除く。）の区域内に、自治会

が管理する広報用掲示板（１箇所に限る。）

を新設し、又は改設するために要する経費。

ただし、土地の取得に要する経費を除く。 

自治会掲示板の購入及び設置並びにこれら

に伴う既設の自治会掲示板の撤去に要する

経費の合計額の２分の１に相当する額（そ

の額に１００円未満の端数を生じたとき

は、これを切り捨てた額）。ただし、１０

０，０００円を限度とする。 
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様式第１号（第２条関係） 

（平２１規則２１・令２規則８・令４規則１９・令６規則１７・一部改正） 

様式第２号（第３条関係） 

（令２規則８・全改、令４規則１９・令６規則１７・一部改正） 

様式第３号（第３条関係） 

（令２規則８・全改、令４規則１９・令６規則１７・一部改正） 

様式第４号（第３条関係） 

（平２１規則２１・一部改正、令２規則８・旧様式第５号繰上、令４規則１

９・一部改正） 

様式第５号（第３条関係） 

（平２１規則２１・追加、令２規則８・旧様式第６号繰上・一部改正、令４

規則１９・一部改正） 

様式第６号（第３条関係） 

（令２規則８・追加、令４規則１９・令６規則１７・一部改正） 

様式第７号（第４条関係） 

（平１９規則１７・旧様式第８号繰上、平２１規則２１・旧様式第７号繰下、

令２規則８・旧様式第８号繰上） 

 


